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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
箱状の本体と、
前記本体の側面には室内空気を吸い込む室内吸込口と室内に空気を吹き出す室内吹出口と
屋外空気を吸い込む屋外吸込口と室外に空気を吹き出す屋外吹出口と、
排気送風機を有する排気風路と給気送風機を有する給気風路とを有した送風装置において
、
前記排気風路と前記給気風路は前記本体内部で隔壁板によって上下２段に区切られ、
この隔壁板には、前記排気送風機と前記給気送風機を駆動する電動機をその回転軸が隔壁
板に鉛直になるように設け、
前記電動機の回転軸延長上の前記本体の下面には、前記本体の投影面積より小さい面積の
本体点検口を設け、
前記隔壁板を水平方向にスライドができ、かつ前記隔壁板の一辺を中心軸として回転でき
ることを特徴とする送風装置。
【請求項２】
本体の側面外部に、前記電動機を駆動する駆動回路を内蔵した電装箱を設け、
この電装箱は、前記本体の本体点検口を介して前記本体の内部から脱着可能なことを特徴
とする請求項１記載の送風装置。
【請求項３】
排気送風機は排気ファンと排気ケーシングで構成され、
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給気送風機は給気ファンと給気ケーシングで構成され、
排気ファンと給気ファンは電動機のシャフトに固定され、
排気ケーシングと給気ケーシングが隔壁板に固定されていることを特徴とする請求項１記
載の送風装置。
【請求項４】
室内空気を吸い込む室内吸込口と排気風路の間に排気チャンバー室を有し、
前記排気チャンバーの内部に排気フィルターを有し、
且つ本体点検口から前記排気フィルターを取出可能としたことを特徴とする請求項１記載
の送風装置。
【請求項５】
室外空気を吸い込む室外吸込口と給気風路の間に給気チャンバー室を有し、
前記給気チャンバーの内部に給気フィルターを有し、
且つ本体点検口から前記給気フィルターを取出可能としたことを特徴とする請求項１記載
の送風装置。
【請求項６】
吊り金具が本体の内部を横断し、前記吊り金具に前記隔壁板が固定されていることを特徴
とする請求項１記載の送風装置。
【請求項７】
前記電装箱と電動機を繋ぐ電気配線が、前記本体内部の給気風路の上側に配された排気風
路内に有したことを特徴とする請求項１記載の送風装置。
【請求項８】
電動機が排気送風機を駆動する排気電動機と給気送風機を駆動する給気電動機で構成され
たことを特徴とする請求項１記載の送風装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物内の室内換気を目的とし、室内の汚染空気と屋外の新鮮空気をファンモ
ータによる送風によって、速やかに換気を行う送風装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物内の室内換気を行う場合、室内と屋外の間にファンモータを実装した送風装
置を設置し、この送風装置の室内側と屋外側各々にダクトを接続する方法が知られている
。
【０００３】
　送風装置の従来例として図８を参照しながら説明する。
【０００４】
　図８に示すように、本体１０１は、給気側風路１０２に給気送風機１０３と排気側風路
１０４に排気送風機１０５を有し、本体１０１と室内１０６および本体１０１と屋外１０
７を連通するダクト１０８が接続する接続口１０９を本体１０１の側面１０１Ａに有して
いる。給気側風路１０２と排気側風路１０４は、風路仕切１１２によって分けられている
。本体１０１の四隅には、本体１０１を天井面１１０に固定する取付金具１１１が設けら
れている。この取付金具１１１と風路仕切１１２は直交し、給気側風路１０２の接続口１
０９と給気送風機１０３および排気側風路１０４と排気送風機１０５が直線的に配し、本
体１０１のメンテナンスは接続口１０９が配されていない側面１０１Ａから実施する構成
となっている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　この構成において、メンテナンスを実施する場合、給気送風機１０３と排気送風機１０
５を側面１０１Ａの本体点検口１１３から取り出すが、天井裏空間が狭い場合は作業が行
い難く、また、天井材に取り付ける機器点検口１１４を本体１０１の投影下部ではなく本
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体１０１の横下に設けるため、本体１０１の設置位置と機器点検口１１４の設置位置に制
限が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－３７５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような従来の送風装置では、空間の狭い天井裏に設置する場合、もしくは天井材に
取り付ける機器点検口が送風装置の横下に設置できない場合、送風装置のメンテナンス作
業が困難であるという課題がある。
【０００８】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、空間の狭い天井裏に設置する
送風装置のメンテナンス作業を容易にし、省スペースで設置位置に制限のない送風装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の送風装置は、上記目的を達成するために、箱状の本体と、前記本体の側面には
室内空気を吸い込む室内吸込口と室内に空気を吹き出す室内吹出口と屋外空気を吸い込む
屋外吸込口と室外に空気を吹き出す屋外吹出口と、排気送風機を有する排気風路と給気送
風機を有する給気風路とを有した送風装置において、前記排気風路と前記給気風路は前記
本体内部で隔壁板によって上下２段に区切られ、この隔壁板には、前記排気送風機と前記
給気送風機を駆動する電動機をその回転軸が隔壁板に鉛直になるように設け、前記電動機
の回転軸延長上の前記本体の下面には、前記本体の投影面積より小さい面積の本体点検口
を設け、前記隔壁板を水平方向にスライドができ、かつ前記隔壁板の一辺を中心軸として
回転できるものである。
【００１０】
　また、他の手段は、本体の側面外部に、前記電動機を駆動する駆動回路を内蔵した電装
箱を設け、この電装箱は、前記本体の本体点検口を介して前記本体の内部から脱着可能な
ものである。
【００１１】
　また、他の手段は、排気送風機は排気ファンと排気ケーシングで構成され、給気送風機
は給気ファンと給気ケーシングで構成され、排気ファンと給気ファンは電動機のシャフト
に固定され、排気ケーシングと給気ケーシングが隔壁板に固定されているものである。
【００１２】
　また、他の手段は、室内空気を吸い込む室内吸込口と排気風路の間に排気チャンバー室
を有し、前記排気チャンバーの内部に排気フィルターを有し、且つ本体点検口から前記排
気フィルターを取出可能としたものである。
【００１３】
　また、他の手段は、室外空気を吸い込む室外吸込口と給気風路の間に給気チャンバー室
を有し、前記給気チャンバーの内部に給気フィルターを有し、且つ本体点検口から前記給
気フィルターを取出可能としたものである。
【００１４】
　また、他の手段は、吊り金具が本体の内部を横断し、前記吊り金具に電動機を配した隔
壁板が固定されているものである。
【００１５】
　また、他の手段は、前記電装箱と電動機を繋ぐ電気配線が、前記本体内部の給気風路の
上側に配された排気風路内に有したものである。
【００１６】
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　また、他の手段は、電動機が排気送風機を駆動する排気電動機と給気送風機を駆動する
給気電動機で構成されたものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、箱状の本体と、前記本体の側面には室内空気を吸い込む室内吸込口と
室内に空気を吹き出す室内吹出口と屋外空気を吸い込む屋外吸込口と室外に空気を吹き出
す屋外吹出口と、排気送風機を有する排気風路と給気送風機を有する給気風路とを有した
送風装置において、前記排気風路と前記給気風路は前記本体内部で隔壁板によって上下２
段に区切られ、この隔壁板には、前記排気送風機と前記給気送風機を駆動する電動機をそ
の回転軸が隔壁板に鉛直になるように設け、前記電動機の回転軸延長上の前記本体の下面
には、前記本体の投影面積より小さい面積の本体点検口を設け、前記隔壁板を水平方向に
スライドができ、かつ前記隔壁板の一辺を中心軸として回転できることにより、省スペー
スでメンテナンス作業が容易にできるという効果のある送風装置を提供することができる
。
【００１８】
　また、省スペースでメンテナンス作業を容易にでき、大きい直径の送風機を用いること
ができるので高静圧化を実現できる。
【００１９】
　また、本体の側面外部に、前記電動機を駆動する駆動回路を内蔵した電装箱を設け、こ
の電装箱は、前記本体の本体点検口を介して前記本体の内部から脱着可能なことにより、
省スペースでメンテナンス作業が容易にできるという効果のある送風装置を提供すること
ができる。
【００２０】
　また、排気送風機は排気ファンと排気ケーシングで構成され、給気送風機は給気ファン
と給気ケーシングで構成され、排気ファンと給気ファンは電動機のシャフトに固定され、
排気ケーシングと給気ケーシングが隔壁板に固定されていることにより、省スペースでメ
ンテナンス作業を容易にできるという効果のある送風装置を提供することができる。
【００２１】
　また、室内空気を吸い込む室内吸込口と排気風路の間に排気チャンバー室を有し、前記
排気チャンバーの内部に排気フィルターを有し、且つ本体点検口から前記排気フィルター
を取出可能としたことにより、省スペースでメンテナンス作業が容易にできるという効果
のある送風装置を提供することができる。
【００２２】
　また、室外空気を吸い込む室外吸込口と給気風路の間に給気チャンバー室を有し、前記
給気チャンバーの内部に給気フィルターを有し、且つ本体点検口から前記給気フィルター
を取出可能としたことにより、省スペースでメンテナンス作業が容易にできるという効果
のある送風装置を提供することができる。
【００２３】
　また、吊り金具が本体の内部を横断し、前記吊り金具に電動機を配した隔壁板が固定さ
れていることにより、本体を確実に吊ることができるという効果のある送風装置を提供す
ることができる。
【００２４】
　また、前記電装箱と電動機を繋ぐ電気配線が、前記本体内部の給気風路の上側に配され
た排気風路内に有したことにより、電気配線を本体内部結露から防ぐことができるという
効果のある送風装置を提供することができる。
【００２５】
　また、電動機が排気送風機を駆動する排気電動機と給気送風機を駆動する給気電動機で
構成されたことにより、排気風量および給気風量を各々調整できるという効果のある送風
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】本発明の実施の形態１の送風装置の分解図
【図２】同送風装置の本体側面からみた側面断面図
【図３】同送風装置の本体概観を示す斜視図
【図４】同送風装置の本体下面からみた平面図
【図５】同送風装置のモータベースの取り外しを示す斜視図
【図６】同送風装置の電装箱の取り外しを示す側面断面図
【図７】本発明の実施の形態２の送風装置の側面断面図
【図８】従来の送風装置の本体下面からみた平面図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の請求項１記載の送風装置は、箱状の本体と、前記本体の側面には室内空気を吸
い込む室内吸込口と室内に空気を吹き出す室内吹出口と屋外空気を吸い込む屋外吸込口と
室外に空気を吹き出す屋外吹出口と、排気送風機を有する排気風路と給気送風機を有する
給気風路とを有した送風装置において、前記排気風路と前記給気風路は前記本体内部で隔
壁板によって上下２段に区切られ、この隔壁板には、前記排気送風機と前記給気送風機を
駆動する電動機をその回転軸が隔壁板に鉛直になるように設け、前記電動機の回転軸延長
上の前記本体の下面には、前記本体の投影面積より小さい面積の本体点検口を設け、前記
隔壁板を水平方向にスライドができ、かつ前記隔壁板の一辺を中心軸として回転できるこ
ととしたものであり、本体の下面から排気送風機と給気送風機および各々を駆動する電動
機のメンテナンスをするという作用を有する。
【００２８】
　また、隔壁板に落下防止機能をつけつつ、給気送風機もしくは排気送風機の平面を投影
した２辺のうち１辺が本体点検口より大きい給気送風機もしくは排気送風機を本体内に設
置できるという作用を有する。
【００２９】
　また、本体の側面外部に、前記電動機を駆動する駆動回路を内蔵した電装箱を設け、こ
の電装箱は、前記本体の本体点検口を介して前記本体の内部から脱着可能なこととしたも
のであり、本体の下面から電装箱のメンテナンスをするという作用を有する。
【００３０】
　また、排気送風機は排気ファンと排気ケーシングで構成され、給気送風機は給気ファン
と給気ケーシングで構成され、排気ファンと給気ファンは電動機のシャフトに固定され、
排気ケーシングと給気ケーシングが隔壁板に固定されていることとしたものであり、本体
の下面から排気送風機と給気送風機および各々を駆動する電動機のメンテナンスをすると
いう作用を有する。
【００３１】
　また、室内空気を吸い込む室内吸込口と排気風路の間に排気チャンバー室を有し、前記
排気チャンバーの内部に排気フィルターを有し、且つ本体点検口から前記排気フィルター
を取出可能としたこととしたものであり、本体の下面から排気フィルターのメンテナンス
をするという作用を有する。
【００３２】
　また、室外空気を吸い込む室外吸込口と給気風路の間に給気チャンバー室を有し、前記
給気チャンバーの内部に給気フィルターを有し、且つ本体点検口から前記給気フィルター
を取出可能としたこととしたものであり、本体の下面から給気フィルターのメンテナンス
をするという作用を有する。
【００３３】
　また、吊り金具が本体の内部を横断し、前記吊り金具に電動機を配した隔壁板が固定さ
れていることとしたものであり、重量物を吊り金具に支持させるという作用を有する。
【００３４】
　また、前記電装箱と電動機を繋ぐ電気配線が、前記本体内部の給気風路の上側に配され
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た排気風路内に有したこととしたものであり、結露の発生の恐れがある給気風路の上側に
電気配線を配した排気風路を配するという作用を有する。
【００３５】
　また、電動機が排気送風機を駆動する排気電動機と給気送風機を駆動する給気電動機で
構成されたこととしたものであり、風路の圧力損失に対応した電動機出力を排気送風機お
よび給気送風機の各々に入力するという作用を有する。
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００３７】
　（実施の形態１）
　図１～図６に示すように、板金の折り曲げ等で構成された箱状の送風装置の本体１と、
この本体１の側面１Ａには室内空気を吸い込む室内吸込口２Ａと室内に空気を吹き出す室
内吹出口２Ｂと屋外空気を吸い込む屋外吸込口２Ｃと室外に空気を吹き出す屋外吹出口２
Ｄが設けられている。これらは、接続口１０９に接続されたダクト１０８によって、屋外
および室内と接続されている。本体１の内部には、排気風路４と、給気風路６の２つの風
路が設けられ、それぞれの風路に排気送風機３Ｃと、給気送風機５Ｃが設けられている。
排気送風機３Ｃは、排気ファン３Ａと排気ケーシング３Ｂで構成されている。給気送風機
５Ｃは、給気ファン５Ａと給気ケーシング５Ｂで構成されている。排気風路４は、室内吸
込口２Ａと屋外吹出口２Ｄの間を閉空間として形成されている。また、給気風路６は、屋
外吸込口２Ｃと室内吹出口２Ｂの間を閉空間として形成されている。電動機としてのモー
タ７のシャフト７Ａは、排気送風機３Ｃと給気送風機５Ｃを同時駆動できるよう両軸シャ
フトとなっており、各々のシャフト７Ａに排気ファン３Ａと給気ファン５Ａを堅固に取り
付けている。このモータ７は、排気風路４と給気風路６の風路を隔てる隔壁板としてのモ
ータベース８に排気風路４と給気風路６が連通しないように取り付けられている。モータ
ベース８の一組の対辺のサイドには、排気風路４と給気風路６の風路を隔てる仕切板９が
あり、モータベース８と仕切板９は主として断熱材を備えた板金で構成されている。排気
風路４の室内吸込口２Ａと排気送風機３Ｃの間には排気チャンバー室１０Ａが設けられて
いる。この排気チャンバー室１０Ａには室内の塵埃が排気送風機３Ｃに付着しないように
樹脂メッシュ等で構成された排気フィルター１０Ｂが着けられている。また、給気風路６
の屋外吸込口２Ｃと給気送風機５Ｃの間には給気チャンバー室１１Ａが設けられている。
この給気チャンバー室１１Ａには屋外の塵埃が給気送風機５Ｃに付着せず、かつ屋内に流
入しないように樹脂メッシュや中性能フィルター等で構成された給気フィルター１１Ｂが
着けられている。本体１の外部は、主として本体１を建物の天井（図示せず）から吊り棒
（図示せず）によって吊り下げるための吊り金具１２が４つ備えられている。この吊り金
具１２は、図５に示すように、本体１の内部で、本体１の長手方向に対となる吊り金具１
２と一体構成となるように構成されている。また、後に詳細に説明するが、この吊り金具
１２には、モータベース８が吊り金具１２上を水平方向にスライドして固定できる構成と
なっている。電装箱１３は、内部にモータ７を駆動する制御装置１３Ａや、電源を供給す
る端子台１３Ｂを配し、外部を板金等で囲い本体１の側面１Ａの外部に突出した構成とな
っており、電装箱１３からモータ７へ電源を供給する電気配線１４は、電装箱１３から排
気風路４を介してモータ７に接続されている。
【００３８】
　本体１の下面１Ｂは、機器点検口（図示せず）より小さくかつ、本体１の本体点検口１
５より大きくかつ、本体１の投影面積より小さい開口を有する点検パネル１６が装着され
、通常換気運転を行うときには天井内部の空気と本体内部の空気が混ざらないように遮ら
れ、排気送風機３Ｃ、給気送風機５Ｃ、排気フィルター１０Ｂ、給気フィルター１１Ｂフ
ィルターまたはモータ７のメンテナンスを行うときには点検パネル１６を容易に外すこと
が可能な構成となっている。本体１を設置したときに、排気送風機３Ｃが介在する排気風
路４は、給気送風機５Ｃが介在する給気風路６に対し上側に配置し、シャフト７Ａの回転
軸と点検パネル１６の平面が直交するようにモータベース８にモータ７と排気ケーシング
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３Ｂと給気ケーシング５Ｂが取り付けられた構成となっている。
【００３９】
　このため、夏場など屋外の温度と絶対湿度が高く、冷房等室内の温度が低い場合は、本
体１の中で屋外空気が室内空気によって冷やされ、屋外空気の温度が露天温度以下になる
と給気風路６内で結露が発生する可能性がある。しかし、電気配線１４は排気風路４内に
介在するので結露よる障害は発生し難い。また、発生しても排気風路４が給気風路６の上
にあって、排気風路４内に給気風路６で発生した水分が移動し難いので、電気配線１４に
水分が触れ難い構造となっている。
【００４０】
　メンテナンス方法に関して説明する。天井裏（図示せず）に設置された本体１の下方に
設けられた天井材（図示せず）の機器点検口（図示せず）を開放すると、本体点検口１５
の開口面積より小さい点検パネル１６が露出される。従って、本体１と機器点検口の設置
に際し、梁や天井高さを考慮せずに設置することが可能である。本体１の下面にネジ等で
取り付けている点検パネル１６のネジ等を外すと、本体点検口１５が開口する。　日常的
なメンテナンスにおいては、この本体点検口１５の開口から排気チャンバー室１０Ａに設
置してある排気フィルター１０Ｂと、給気チャンバー室１１Ａに設置してある給気フィル
ター１１Ｂを抜き取り塵埃等を除去したのち、排気フィルター１０Ｂは排気チャンバー室
１０Ａ、給気フィルター１１Ｂは給気チャンバー室１１Ａに設置することができる。
【００４１】
　つぎに、排気送風機３Ｃ、給気送風機５Ｃ、モータ７、電装箱１３のメンテナンスにつ
いて説明する。まず、本体点検口１５からモータベース８にネジ等で固定されている給気
送風機５Ｃの給気ケーシング５Ｂを取り外し、本体点検口１５から斜めに傾斜させて取り
出す。次に、モータ７のシャフト７Ａにナット等で固定されている給気ファン５Ａを取り
外し、モータベース８にネジ等で固定されている仕切板９を取り外す。その後、排気風路
４に介在している電気配線１４に取り付けてあるコネクタ（図示せず）を外すことにより
、電装箱１３とモータ７の機械的な接続を外す。
【００４２】
　次に、モータベース８には、その４角近傍に取付部（Ｌ字Ａ取付部１７Ａ、Ｌ字Ｂ取付
部１７Ｂ）が設けられている。Ｌ字Ａ取付部１７Ａには、端部を開放したＬ字形状の開口
部が設けられている。一方、Ｌ字Ｂ取付部１７Ｂには、端部にボルト頭の直径より大きい
穴を有するＬ字形状の孔部が設けられている。このような構成により、排気風路４側のメ
ンテナンスについて説明する。吊り金具１２にボルト等で固定されているモータベース８
のボルトを緩め、モータベース８をモータベース８に設けられたＬ字形状の開口部に対し
水平方向にスライドすることにより、Ｌ字Ａ取付部１７Ａ側が吊り金具１２から開放され
る。さらにスライドをするとボルト頭の直径より大きい穴を有するＬ字Ｂ取付部１７Ｂが
開放される。このとき吊り金具１２の長手方向と平行となるＬ字Ｂ取付部１７Ｂの一辺を
回転軸として、モータベース８に固定されているモータ７と排気ケーシング３Ｂおよびシ
ャフト７Ａに固定されている排気ファン３Ａが回転しながら本体点検口１５から斜めに取
り出すことができる。斜めに取り出すことにより、本体点検口１５の開口より大きい排気
送風機３Ｃおよび給気送風機５Ｃを本体内に設置可能である。本体１から取り外したモー
タベース８にネジ等で固定されている排気送風機３Ｃの排気ケーシング３Ｂを取り外し、
モータ７のシャフト７Ａにナット等で固定されている排気ファン３Ａを取り外し、モータ
７を取り外すことにより、排気送風機３Ｃと給気送風機５Ｃとモータ７を本体１から完全
に取り出すことが可能である。電装箱１３の上側フランジ１３Ｃは、側面１Ａの外側面に
合致され、電装箱１３の下側フランジ１３Ｄは側面１Ａの内側面に合致されている。この
ように本体１の内側から下側フランジ１３Ｄと側面１Ａをネジ等で固定されている電装箱
１３では、このネジ等を取り外すと上側フランジ１３Ｃの一辺を回転軸として回転させな
がら、本体点検口１５の開口から電装箱１３を取り出すことが可能である。
【００４３】
　このように本発明の送風装置は、空間の狭い天井裏に設置する本体１のメンテナンス作
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業を容易にし、梁や天井高さを考慮せずに本体１を設置するので、省スペースで設置位置
に制限のなく設置することが可能である。また、大きい直径の送風機により高静圧化を実
現でき、重量のあるモータ７をモータベース８を介して本体１の内部を横断している吊り
金具１２に取り付けることにより本体１を確実に吊ることが可能である。さらに、電気配
線１４を、本体１内部の給気風路６の上側に配された排気風路４内に有したことにより、
電気配線を本体内部結露から防ぐことができる。
【００４４】
　（実施の形態２）
　前記実施の形態１と同一部分は同一番号を付し、詳細な説明を省略する。図７を用いて
本体の構成を説明する。
【００４５】
　図７に示すように、電動機が排気送風機３Ｃを駆動する排気モータ１８Ａと給気送風機
５Ｃを駆動する給気モータ１８Ｂで構成されている。本体１を設置したときに、排気送風
機３Ｃが介在する排気風路４は、給気送風機５Ｃが介在する給気風路６に対し上側に配置
し、シャフト７Ａの回転軸と点検パネル１６の平面が直交しかつ、モータベース８の上側
に排気モータ１８Ａと排気ケーシング３Ｂ、モータベース８の下側に給気モータ１８Ｂと
給気ケーシング５Ｂが取り付けられた構成となっている。
【００４６】
　このような構成によれば、排気モータ１８Ａと給気モータ１８Ｂを各々異なる回転数で
駆動できることになる。従って、ダクト配管長の違いや排気フィルター１０Ｂや給気フィ
ルター１１Ｂへの塵埃の付着状況によって給気側のダクト圧力損失と排気側のダクトの圧
力損失が異なっても、各々の風路で必要となる風量の回転数にすることが可能である。
【００４７】
　このように本発明の送風装置は、各々の風路の圧力損失に対応した電動機出力を排気送
風機３Ｃおよび給気送風機５Ｃの各々に入力ことができるので、排気風量および給気風量
を各々調整できることとなる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の送風装置は、機器の下側からメンテナンスを可能とするため、機器横下にメン
テナンス用の点検スペースが設置し難い近年の居住および非居住の建築物の換気装置とし
て有用である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　　本体
　１Ａ　　側面
　１Ｂ　　下面
　２Ａ　　室内吸込口
　２Ｂ　　室内吹出口
　２Ｃ　　屋外吸込口
　２Ｄ　　屋外吹出口
　３Ａ　　排気ファン
　３Ｂ　　排気ケーシング
　３Ｃ　　排気送風機
　４　　　排気風路
　５Ａ　　給気ファン
　５Ｂ　　給気ケーシング
　５Ｃ　　給気送風機
　６　　　給気風路
　７　　　モータ
　７Ａ　　シャフト
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　８　　　モータベース
　９　　　仕切板
　１０Ａ　排気チャンバー室
　１０Ｂ　排気フィルター
　１１Ａ　給気チャンバー室
　１１Ｂ　給気フィルター
　１２　　吊り金具
　１３　　電装箱
　１３Ａ　制御装置
　１３Ｂ　端子台
　１３Ｃ　上側フランジ
　１３Ｄ　下側フランジ
　１４　　電気配線
　１５　　本体点検口
　１６　　点検パネル
　１７Ａ　Ｌ字Ａ取付部
　１７Ｂ　Ｌ字Ｂ取付部
　１８Ａ　排気モータ
　１８Ｂ　給気モータ

【図１】 【図２】
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